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「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き（Ｑ＆Ａ 」の送付について）

日頃より、水道行政の推進につきましてはご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

厚生労働省においては、先般 「水質基準に関する省令」を一部改正し、塩素酸に、

ついて、平成 年４月１日から水質基準項目（基準値： 以下）に追加し、併20 0.6mg/L
せて「水道施設の技術的基準を定める省令」における薬品基準についても、現行基準

値 以下から 以下（平成 年 月 日までは 以下）と強化0.6mg/L 0.4mg/L 23 3 31 0.5mg/L
することとしたところです。塩素酸は、主に水道用消毒剤として広く使用されている

次亜塩素酸ナトリウム中に不純物として含まれている物質であり、また、次亜塩素酸

ナトリウムの保管に伴って、塩素酸の濃度が上昇することが確認されております。

そのため、次亜塩素酸ナトリウムの取扱い上の留意事項については 「水質基準に、

関する省令の一部改正等における留意事項について （平成 年 月 日付健水発」 19 11 15
第 号水道課長通知）により通知しているところですが、今般、平成 年度1115002 19
厚生労働省請負費調査｢水道用薬品等基準に関する調査｣の一環として、社団法人日本

水道協会において「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き（Ｑ＆Ａ 」を）

とりまとめましたので、参考にお送りいたします。

併せて、貴管下の水道事業者等に対する周知についてもよろしくお願いします。な

お、厚生労働省大臣認可水道事業者及び水道用水供給事業者に対しては別途送付して

いることを申し添えます。




